
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
雀
第

一
號

昭
和
六
十
三
年
十
二
月

台
湾

の
喪
葬

に

つ
い
て

(2
)

岡

田

栄

照

台
湾
に
於
て
旧
慣
と
し
て
の
喪
葬
行
列
は
股
賑
を
極
め
経
費
も
莫
大

で
あ

っ
た
。
近
年
、
現
政
府
は
浪
費

の
風
習
の
改
善
を
奨

励

し

て

い

る
。
従
前

の
葬
列
で
、
数
十
年
前
の
大
出
喪
と
称
せ
ら
れ
る
行
列
順
序

は
大
略
次

の
如
く
で
あ
る
。

1
猪
羊
2
開
路
神
3
放
銀
紙
4
草
龍
、

同
安
及
安
渓

人

の
習

俗
5
銘

旗
、
代
数
不
同
旗
色
不

一
6
孝
灯
7
吉
灯
8
大
鼓
吹

(音
楽
団
出
喪
行

進
曲
)

9
彩
旗
10
地
理
師
11
銘
雄
12
督
控
、
掌
銘
控
者
乗
驕
13
礼
生
輔

14
大
牌
執
事
、
肩
祀
屋
官
15
鼓
吹
小
16
涼
傘
、
台
傘
17
祀
厘
官
、
乗
四

人
輪
18
大
牌
執
事
、
肩
点
主
官
木
牌
19
鼓
吹
小
2
0涼
傘
、
台
傘
21
点
主

官
、
乗
四
人
輔
22
朝
聯
、
朝
軸
23
北
官
、

子
弟
音
楽
団
24
香
亭
25
花
車

26
外
江
音
楽
団
、
北
京
、
上
海
等

の
音
楽
団
27
諾
封
亭
28
鼓
吹
小
29
掌

封
亭
者
、

四
人
輪
30
花
輪
31
什
音
、
北
管
音
楽

の
一
種
32
像
亭
、
死
者

遺
影
33
歌
仔
唱
34
魂
輪
35
芸
閣
山
半
、

二
十
四
孝
な
ど

に
扮

装

36
南

管
、
郎
君
、
奏
泉
州
南
管
の
音
楽
団
37
紙
輪
、
死
者
の
人
形
に
擬
し
子

孫
が
持
ち
あ
げ
る
38
枢
控
39
掌
枢
施
官
40
幼
吹
、
悲
哀
の
細
楽
を
掌
る

41
道
士
42
金
童
玉
女
43
和
尚
44
紙
旛
45
霊
枢
、
孝
男
号
契
随
行
46
遺
族

男
47
二
般
送
葬
者
48
遺
族
女

現
行
国
民
礼
儀
範
例
第
十
九
条
の
規
定
で
は

「
出
濱
時
、
親
属
向
遺

像
或
霊
位
行
啓
霊
礼
後
、
撤
偉
、
昇
枢
啓
行
、
其
次
序
如
左
…
…
一
、

開
道

(標
明
〇
〇
〇
〇
〇
之
喪
)
。二
、
儀
侯
。
三
、
楽
隊
。
四
遺
像
。

五
、
霊
位

(孝
子
或
孝
女
、
或
置
於
遺
像
前
)
六
、
霊
枢
。
七
、
重
服
親

属
。
八
、
親
属
。
九
、
送
磯
者
。
第
二
十
条
規
定

「
送
確
親
友
、

馬宜
着

素
色
或
深
色
服
装
並
偲
帯
黒
紗
或
素
花
。」
「
家
属
可
懇
辞
親
友
送
確
」

開
路
神
は
高
さ
約

一
丈
二
尺
、
紙
と
糊
で
製
作
さ
れ
、
二
尊
あ
り
土

地
神
と
山
神
、
あ
る
も
の
は
文
官
、
ま
た
武
官
、
右
手
に
犬
、
左
手
に

盾
を
あ
げ
悪
鬼
を
駆
逐
さ
せ
る
機
能
あ
り
と
せ
ら
れ
る
。

絵
図
二
教
源
流
捜
神
大
全
、
歴
代
神
仙
通
鑑
、
集
説
詮
真
、
破
除
迷

信
全
書
、
事
物
紀
源
、
古
今
図
書
集
成

・
神
異
典
…
…
な
ど
に
説
明
が

加
え
ら
れ
て
い
る
。

草
龍
は
稲
束
で
龍
形
と
し
、
そ
の
一
端
に
点
火
し
冥
路
圏を
照

明
す

る
。孝

灯
は
三
代
大
父
、
五
代
大
母
な
ど
と
書
写
さ
れ
る
が
往
々
に
し
て
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現
実
的
代
数
よ
り
増
加
し
て
し
る
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
三

代

は
麻

布
、

四
代

は
浅
黄
布
、

五
代
は
黄
布
、
正
五
代
は
紅
布
を
巻

き

つ
け

る
。
円
錘
形
で
白
地
に
藍
字
で
あ
る
。

吉
灯

は
黄
色
で
紅
字
の

「
百
子
千
孫
」
な
ど
の
字
が
書

か

れ

て

い

る
。朝

軸
、
朝
聯
は
故
人
の
社
会
的
地
位
、
名
声
を
如
実
に
反
映
し
、
世

人
の
好
奇
心
、
讃
歎
の
対
象
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば

「
本
省
聞
人
林
熊
祥
先
生
喪
礼

紀

実
」
(民
国
六
十
二
年
三
月

に
逝
去
、
林
衡
道
先
生
の
尊
父
)
に
よ

っ
て
政
界
、
官
界
、
財
界
、
学
界
、

等

々
か
ら
贈
ら
れ
た
多
数

の
う
ち
か
ら
そ

の
一
部
を
披
見

し

て

み

よ

う
。
蒋
中
正
、
文
采
貼
徽
。
厳
家
詮
、
鴻
学
懸
績
。
蒋
経
国
、
脅
徳
清

徽
。
何
応
欽
、
碩
徳
長
昭
。
謝
東
閾
、
徳
望
長
昭
。
杜
聡
明
、
碩
徳
永

存
。
高
玉
樹
、
高
風
安
仰
。
侃
文
亜
、
績
学
垂
芳
。
戴
炎
輝
、
積
厚
流

徽
。朝

額
に

つ
い
て
の
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
し
て
ア
イ
ロ

ニ
カ
ル
で
あ
る
。

葬
儀
は
孝
心
の
率
直
な
表
現
と
み
な
さ
れ
、
時
に
誇
大
な
宣
伝
が
あ

っ
て
も
別

に
怪
し
む
に
足
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
多
少

の
法
螺
に
つ
い

て
も
箕
大

で
あ
る
。
か
つ
て
震
世
凱
が
大
総
統

の
折
、
福
州
の
あ
る
家

が
彼
の
偽

の
朝
額
を
掲
げ
て
行
列
し
た
。
そ

の
家
に
怨
恨
を
抱
く
者
が

北
京
方
面

に
向

っ
て
検
挙
し
た
。
折
し
も
震
世
凱
は
皇
帝
た
ら
ん
と
し

て
陰
謀
を
企
画
し
て
い
た
矢
先
、

人
心
収
携

の
為
、
そ

の
検
挙
書
を
見

て
大
笑
し
、
父
母
に
孝
養
を
尽
く
し
て
い
る
故
に
、
追
究
す
る
に
及
ぼ

ず
と
し
て
不
問
に
付
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

棺
を
か
つ
ぐ
人
は
通
常
、

四
、
八
、
十
六
、

二
十
四
、
三
十
六
人
等

々
。
現
代
人
の
多
く
は

「
豆
腐
肩

・
鴨
母
蹄
」
な

る

が

故

に

「
土
公

仔
」
を
依
頼
す
る
。

昔
は
同
族
の
男
が
担
当
し
た
。
葬
列
に
於
て
は
雑
談
を
排
し
、
い
や

し
く
も

「
重
た
い
…
…
」
な
ど
と
軽

々
し
く

口
に
す
べ
き
で
は
な
い
。

千
古
以
来
、
人
を
愚
弄
す
る
も

の
と
さ
れ
な
が
ら
も
出
棺
日
の
禁
忌

は
現
在
も
よ
く
守
ら
れ
て
い
る
。

重
喪
日
と
し
て
正
月
甲
日
、
二
月
乙
、
三

月

戊
、
四

月

丙
、
五
月

丁
、
六
月
己
、
七
月
庚
、
八
月
辛
、
九
月
戊
、

十
月
壬
、
十

二
月
癸
、

十
二
月
己
、
及
び
毎
月
の
己
、
亥
の
日
。
以
上

の
日
が
回
避
で
き
ぬ
時

は
薩
重
喪
法
が
施
行
さ
れ
る
。

正
、
三
、
六
、
九
、
十
二
月
に
は
六
庚
天
刑
、

二
月
は
六
辛
天
庭
、

四
月
は
六
壬
天
牢
、

五
月
は
六
癸
天
獄
、
七
月

は
六
甲
天
福
、
八
月
は

六
乙
天
徳
、
十
月
は
六
丙
天
威
、

十

二
月
は
六
丁
天
陰
と
黄
紙
に
殊
書

し
小
函
に
入
れ
て
出
葬
ま
で
棺

の
下
に
置
き
、

凶
葬
の
際
、
或
は
択
日

し
な
い
時
は
棺
上
に
置
く
。
沖
剋
日
と
七
月
は
鬼
月
と
さ
れ
る
の
で
喪

家
に
不
利
と
な
る
。

銘
控
は
亡
者
を
表
彰
す
る
も
の
で
あ
り
、
官
階
姓
名
が
書
写
さ
れ
、

古
く
は
朋
友
が
敬
贈
し
、
今
、
台
湾
で
は
女
婿
、
孫
婿
が
贈
呈
す
る
。

女
婿
は
紅
色
、
孫
婿

は
黄
色
。
昔
は
官
位
を
有
す
る
人
士
に
使
用
が
許

台
湾
の
喪
葬

に

つ
い
て

(
2
)
 (
岡

田
)
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台
湾
の
喪
葬
に
つ
い
て

(
2
)
 (岡

田
)

さ
れ
た
が
、
現
在
で
は
庶
民
も
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一
般

に
通
用
す
る
布
旛
は
長
さ
三
尺
七
寸
幅
は
三
寸
七
分
、
三
魂
七

魂
の
寓
意
を
こ
め
る
が
、
必
ず
し
も
魂
名
、
塊
名
を
書
く
と
は
限
ら
な

い
が
、
姓
名
、
生
卒
の
年
月
日
、
左
右
に
分
れ
た
両
側
の
細
い
箇
所
に

詩
句
が
記
入
さ
れ
る
。
左
に

「
金
童
引
西
方
路
」
右
に

「
玉
女
後
随
極

楽
」
な
ど
。

出
棺

の
行
列
に
於
て
、
女
性
は

「
春
仔
花
」
を
頭
に
挿

し

て
歩

い

た
。
孝
男

は
枢
に
随
行
し
て

二
尺
四
寸
四
分
の
長
さ
の
杖
を
握
り
上
部

に
麻
布
を
結
び
つ
け
る
。

こ
の
孝
杖
の
長
さ
は
蜀
尺
四
寸
四
は

「
蜀
世

伝
蜀
世
」

の
意
味
の
譜
音
で
あ
る
。

行
列

の
中
途
に
あ

っ
て

一
つ
の
籠
を
さ
げ
て
先
に
な
り
後

に
な

っ
て

紙
銭
を
散
布
す
る
が

「
撒
買
路
銭
」
と
称
し
て
い
る
が
街
路
の
美
観
を

損
じ
る
の
で
取
締
の
対
象
と
も
な
る
。

花
車

の
大
半
は
ジ
ー
プ
風

の
車

の
左
右
後

の
三
面
を
生
花
で
飾
る
。

花
環
、
花
藍
が
少

い
場
合
、
親
友

に
花
車
の
参
加
を
要
請
す
る
。
台
北

県
板
橋

で
約
三
十
年
前
、

五
、
六
百
台
を
算
す
る
花
車
の
大
行
進
が
あ

っ
た
。

鼓
吹

は
南
管

・
北
管

・
或
は
西
楽
の
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
で
、
成
員
の
多

少
に
問
題
が
あ
り
、
経
費

の
面
で
数
年
前
に
一
人
五
百
元
内
外
、
大
規

模

の
行
列

で
は
三
十
人
以
上
乃
至
百
人
。
し
か
し
吹
奏
可
能
な
成
員
は

数
十
人
で
あ
り
、
単
に
服
装
を
統

一
し
、
楽
器
を
携
行
し
て
い
る
姿
だ

け

の
こ
と
も
多
い
。

祭
品
供
物
に
関
す
る
禁
忌
は
極
め
て
多
く
、

中
華
思
想
か
ら
排
斥
さ

れ
る
果
物
と
し
て

は
番

茄

(ト
マ
ト
)
番
石
榴

(バ
ン
ザ
ク
ロ
・
グ
ワ
ー

パ
)
は
番
蕃
蛮
と
通
じ
、
価
格
が
安
価
な
の
で

不
敬
に
あ
た
る
と
さ
れ

る
。
番
石
榴
は
俗
称

「奈
茂
」
"
ど
う
し
よ
う
も
な
い
草

の
意
"
ど
こ

に
で
も
生
長
し

「狗
尿
茂
」
「難
尿
果
」
と
蔑
称

さ
れ
、
種
子
が

多

く

硬
い
の
で
消
化
し
が
た
く
犬
の
胃
腸
を
通
過
し
て
排
泄
さ
れ
発
芽
す
る

と
さ
れ
、
褻
漬
の
至
り
と
さ
れ
る
。

芸
閣
に
取

っ
て
代
り
近
年
出
現
し
た
の
は

「
電

子

琴

花

車
」
で
あ

り
、

エ
レ
ク
ト
ー
ン
音
楽
を
放
送
し
つ
つ
車
中

で
白
色
の
喪
服
を
着
用

し
た
孝
女
が
哀
歌
を
唱
い
、
「還
聴
説
有
美
女
唱
歌
、
甚
至
跳
脱
衣
舞
、

像
敬
喜
事

二
般
、
不
倫
不
(類
。
大
概
現
在
地
獄
比
人
間
箭
服
、
所
以
生

人
以
此
歓
送
死
人
」
洪
惟
仁
、
台
湾
礼
俗
語
典
。
と
あ
る
。
甚
し
き
に

至
り
て
は

二
連
数
十
台
の
こ
と
も
あ
る
由
。

紅
楼
夢

(六
十
四
回
)
に
葬
儀
の
美
々
し
い
こ
と
に
感

心

し
、
羨
望

す
る
も
の
も
あ
る
な
か
に
嫉
妬
心
の
強
い
学
者
先
生
を
し
て

「
喪
礼
与

お
ご

か
る
が
る

つ
つ
ま

其
奢
易
若
倹
戚
」
(喪
礼
は
奢
り
て

易

し
か
ら
ん
よ
り
、
む
し
ろ
倹
し
や
か

か
な

に
し
て
戚
し
む
に
し
か
ず
…
…
)
と
云
わ
し
め
て
い
る
。

も
と
台
湾
省
文
献
委
員
会
主
任
委
員
林
衡
道
先
生
の
御
教
示
と
、
岡

山
大
学
に
留
学
せ
ら
れ
た
呉
徳
芥
さ
ん
の
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>

葬
儀
、
台
湾

(寺
院
住
職
)
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